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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硬質結晶基板を研磨するための方法であって、
　前記硬質結晶基板の表面の平均表面粗さが０．５ｎｍ以上、１ｎｍ以下の範囲となるよ
うに、前記硬質結晶基板の表面を研磨する粗研磨工程、及び
　前記硬質結晶基板の表面の平均表面粗さが０．２ｎｍ以下の範囲となるように、前記粗
研磨工程後の硬質結晶基板の表面を研磨する仕上げ研磨工程、
から成り、
　前記仕上げ研磨工程が、
　定盤を回転させる工程、
　前記定盤の表面に油性研磨スラリーを供給する工程、及び
　前記定盤の表面に前記硬質結晶基板の表面を押し付け、この硬質結晶基板を回転させる
工程、
から成り、
　前記油性研磨スラリーが、
　砥粒、及び
　前記砥粒を分散させる合成イソパラフィン系炭化水素を含む油性分散媒、
から成り、
　前記砥粒として、人工ダイヤモンドクラスターが含まれ、
　前記人工ダイヤモンドクラスターが、粒径２ｎｍ以上、１０ｎｍ以下の一次粒子からな
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る平均粒度Ｄ５０が２０ｎｍ以上の略球状の凝集粒子から成り、
　前記人工ダイヤモンドクラスターの粒径が５０ｎｍを超えない、ところの方法。
【請求項２】
　請求項１の方法であって、
　前記粗研磨工程が、
　前記硬質結晶基板の表面の平均表面粗さが１ｎｍ以上、３ｎｍ以下の範囲となるように
、前記硬質結晶基板の表面を研磨する第一の粗研磨工程、及び
　前記硬質結晶基板の表面の平均表面粗さが０．５ｎｍ以上、１ｎｍ以下の範囲となるよ
うに、前記第一の粗研磨工程後の硬質結晶基板の表面を研磨する第二の粗研磨工程、
から成る、ところの方法。
【請求項３】
　請求項１の方法であって、
　前記定盤が、軟質金属からなり、
　前記定盤が、表面に溝を有する、ところの方法。
【請求項４】
　請求項３の方法であって、
　前記軟質金属が錫又は錫合金である、ところの方法。
【請求項５】
　請求項３の方法であって、
　前記溝が、前記定盤の回転軸に一致する中心を有する螺旋溝である、ところの方法。
【請求項６】
　請求項３の方法であって、
　前記溝の断面形状がＶ字形である、ところの方法。
【請求項７】
　請求項１の方法であって、
　前記硬質結晶基板が、窒化ガリウム基板又は炭化珪素基板である、ところの方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＧａＮ（窒化ガリウム）、ＳｉＣ（炭化珪素）などの硬質結晶基板を研磨す
るための方法及びこの方法に用いる油性研磨スラリーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＧａＮ（ＩＩＩ族窒化物半導体）やＳｉＣ結晶材料はワイドバンドギャップ半導体であ
り、ＧａＮ基板は、一般に、サファイア基板上に、ハライド気相成長（ＨＶＰＥ）法によ
りＧａＮ膜を形成させることにより製造され（例えば、特許文献１参照）、このＧａＮ膜
上にデバイスを形成して、緑・青色の短波長発光素子や紫色半導体レーザーを作製してい
る。また、ＳｉＣは、高出力、高周波及び高温動作が可能であり、高い絶縁破壊電界を有
するので、高性能パワーデバイスの基板として応用されるようになってきた。
【０００３】
　これらＧａＮ基板及びＳｉＣ基板は硬質の結晶基板であり、この硬質結晶基板の表面に
所定のデバイスを形成するため、基板の表面に高い平坦性と平滑性が要求されている。
【０００４】
　従来、このような硬質結晶基板の表面は、遊離砥粒により研磨され、最初に大きめの砥
粒で粗研磨した後、段階的に砥粒のサイズを小さくして研磨して、基板の表面を平坦且つ
平滑にしていた（例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
　遊離砥粒研磨は、金属製の定盤を回転させ、この定盤の表面に研磨スラリーを供給し、
ワークホルダーに保持した基板の表面を定盤の表面に押し付け、ワークホルダーを回転さ
せるものであり、従来の遊離砥粒研磨では、研磨スラリーとして、水性分散媒中に砥粒を
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分散させた水性の研磨スラリーが使用されていた。
【０００６】
　また、従来の遊離砥粒研磨は、研磨時間の短縮を技術的な課題としているものであり、
平均表面粗さ（Ｒａ）を０．４ｎｍ程度の表面に基板を研磨するのが限界であり、また従
来の遊離砥粒研磨では、不要なスクラッチライン（図１６Ａ参照）が形成され、硬質結晶
基板を十分な鏡面に研磨できないのが現状である。
【特許文献１】特開平９－３３５５８０号公報
【特許文献２】特開２００１－３２２８９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明の目的は、スクラッチを形成させずに、硬質結晶基板の表面を平均
表面粗さ０．２ｎｍ以下の鏡面に研磨できる方法及びこの方法に用いる油性研磨スラリー
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、硬質結晶基板を研磨するための方法及び油性研磨スラリーであり、上記目的
を達成する本発明の油性研磨スラリーは、砥粒、及びこの砥粒を分散させる油性分散媒か
ら成り、砥粒として、人工ダイヤモンドクラスターが含まれる。
【０００９】
　硬質結晶基板は、好適に、ＧａＮ基板又はＳｉＣ基板である。
【００１０】
　人工ダイヤモンドクラスターは、粒径２ｎｍ以上、１０ｎｍ以下の一次粒子からなる平
均粒度Ｄ５０が２０ｎｍ以上、５０ｎｍ以下の略球状の凝集粒子から成る。
【００１１】
　油性分散媒は、合成イソパラフィン系炭化水素を含む。
【００１２】
　本発明の硬質結晶基板を研磨するための方法は、硬質結晶基板の表面の平均表面粗さ（
Ｒａ）が０．５ｎｍ以上、１ｎｍ以下の範囲となるように、硬質結晶基板の表面を研磨す
る粗研磨工程、及び硬質結晶基板の表面の平均表面粗さ（Ｒａ）が０．２ｎｍ以下の範囲
となるように、粗研磨工程後の硬質結晶基板の表面を研磨する仕上げ研磨工程から成る。
【００１３】
　仕上げ研磨工程は、定盤を回転させる工程、定盤の表面に上記本発明の油性研磨スラリ
ーを供給する工程、及び定盤の表面に硬質結晶基板の表面を押し付け、この硬質結晶基板
を回転させる工程から成る。
【００１４】
　定盤は、軟質金属からなる。ここで、軟質金属は、錫又は錫合金である。
【００１５】
　定盤は、表面に溝を有する。好適に、溝は、定盤の回転軸に一致する中心を有する螺旋
溝であり、溝の断面形状は、Ｖ字形である。
【００１６】
　粗研磨工程は、好適に、硬質結晶基板の表面の平均表面粗さ（Ｒａ）が１ｎｍ以上、３
ｎｍ以下の範囲となるように、硬質結晶基板の表面を研磨する第一の粗研磨工程、及び硬
質結晶基板の表面の平均表面粗さ（Ｒａ）が０．５ｎｍ以上、１ｎｍ以下の範囲となるよ
うに、第一の粗研磨工程後の硬質結晶基板の表面を研磨する第二の研磨工程から成る。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明が以上のように構成されるので、スクラッチを形成させずに、硬質結晶基板の表
面を平均表面粗さ（Ｒａ）０．２ｎｍ以下の鏡面に研磨できるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１８】
　本発明は、硬質結晶基板を研磨するための油性研磨スラリー及び方法であり、硬質結晶
基板は、好適に、ＧａＮ（窒化ガリウム）基板又はＳｉＣ（炭化珪素）基板である。
【００１９】
＜油性研磨スラリー＞　本発明の油性研磨スラリーは、砥粒、及びこの砥粒を分散させる
油性分散媒から成り、砥粒として、人工ダイヤモンドクラスターが含まれる。
【００２０】
　油性分散媒は、オイルを含む。オイルは、砥粒の表面に油膜を形成し、被研磨面上での
砥粒潤滑性を向上させる機能を有するものである。オイルとして、パラフィン系炭化水素
が含まれ、好適に、合成イソパラフィン系炭化水素が含まれる。
【００２１】
　油性分散媒には、砥粒分散性を向上させるため、分散剤として、非イオン界面活性剤が
含まれ、好適に、高級脂肪酸モノグリセライド又は高級脂肪酸ジグリセライドが含まれる
。
【００２２】
　人工ダイヤモンドクラスターは、粒径２ｎｍ以上、１０ｎｍ以下の一次粒子からなる平
均粒度Ｄ５０が２０ｎｍ以上、５０ｎｍ以下の略球状の凝集粒子から成る。（ここで、油
性分散媒中に分散させた砥粒の粒度分布の測定ができないため、人工ダイヤモンドクラス
ターの平均粒度Ｄ５０は、純水中に分散させたときの測定値で示す。）
【００２３】
　人工ダイヤモンドクラスターは、既知の爆発合成法（衝撃法とも呼称される）により生
成される人工ダイヤモンドからなるものである。爆発合成法には、二つの方法が含まれる
。一つの方法は、黒鉛の粉末をダイヤモンド原料として、この黒鉛の粉末に火薬の爆発エ
ネルギーによる衝撃を与えて黒鉛の粉末を高温で圧縮させて人工的にダイヤモンドを生成
するものである。他の方法は、ＴＮＴやＲＤＸの火薬を爆発させ、その爆発エネルギーに
よる衝撃で火薬に含まれる炭素（ダイヤモンド原料）を人工的にダイヤモンドに変換させ
るものである。
【００２４】
　この爆発合成法による生成物には、未反応の炭素や金属不純物が含まれているため、こ
の生成物は、硝酸、硫酸、塩酸又はその混酸を用いて化学処理され、不純物が溶解されて
除去される。不純物の除去後、水で洗浄する。
【００２５】
　このようにして得られた人工ダイヤモンドは、一次粒子と、この一次粒子からなる凝集
粒子の形態にある。一次粒子の粒径は、２ｎｍ～２０ｎｍの範囲にあり、単結晶及び多結
晶ダイヤモンド粒子と比較して丸みのある形状にある。また一次粒子の表層には、未反応
のダイヤモンド膜やダイヤモンドライクカーボン膜が形成されている。凝集粒子は、爆発
合成時に一次粒子が略球状に凝集したものであり、この凝集粒子を人工ダイヤモンドクラ
スターと呼称している。
【００２６】
　人工ダイヤモンドクラスターは、天然ダイヤモンド粒子（単結晶及び多結晶のダイヤモ
ンド粒子）が液中で凝集した凝集粒子と比較して、崩壊し易い。すなわち、被研磨物の表
面に人工ダイヤモンドクラスターを押し付けると、大きいサイズの人工ダイヤモンドクラ
スターが適度に崩壊するので、人工ダイヤモンドクラスターにより形成されるスクラッチ
が低減される。
【００２７】
　一方、人工ダイヤモンドクラスターのサイズが大きすぎると、クラスターの崩壊時に被
研磨物の表面が深く研削され、これが不要のスクラッチとされることがあるので、本発明
では、被研磨面の平均表面粗さを０．２ｎｍ以下とするため、５０ｎｍを超える人工ダイ
ヤモンドクラスターを排除している。このため、爆発合成法により得られた上記の生成物
をボールミルなどで粉砕してから、上記の化学的処理をして不純物を除去し、水で洗浄し
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た後に、遠心分離機で分級して所望のサイズの人工ダイヤモンドクラスターを採取する。
【００２８】
　本発明の油性研磨スラリーは、オイルと分散剤を混合し、この混合液中に人工ダイヤモ
ンドクラスターを分散させることによって製造される。
【００２９】
　分散剤の量は、オイルの全量を基準として、１重量％以上、１０重量％以下の範囲にあ
る。人工ダイヤモンドクラスターの量は、油性研磨スラリーの全量を基準として、０．１
重量％以上、３重量％以下の範囲にある。
【００３０】
＜研磨方法＞　本発明の硬質結晶基板を研磨するための方法は、硬質結晶基板の表面の平
均表面粗さ（Ｒａ）が０．５ｎｍ以上、１ｎｍ以下の範囲となるように、硬質結晶基板の
表面を研磨する粗研磨工程、及び粗研磨工程後の硬質結晶基板の表面を平均表面粗さ（Ｒ
ａ）０．２ｎｍ以下の範囲に研磨する仕上げ研磨工程から成る。
【００３１】
　粗研磨工程において、表面うねり（Ｗａ）が１ｎｍ以下となるように硬質結晶基板の表
面が研磨される。これは、表面うねり（Ｗａ）が１ｎｍを超えると、粗研磨工程に続く仕
上げ研磨工程において、研磨代（シロ）が少ないため、表面うねりの修正が困難となるか
らである。
【００３２】
　粗研磨工程は、既知のテープ研磨、パッド研磨又はパッドレス研磨を利用して硬質結晶
基板の表面の平均表面粗さ（Ｒａ）が０．５ｎｍ以上、１ｎｍ以下の範囲となるように、
硬質結晶基板の表面を研磨する工程である。
【００３３】
　テープ研磨は、スピンドルに取り付けた基板を回転させ、この基板の表面に、研磨スラ
リーを供給し、織布、不織布又は発泡体テープを押し付け、走行させることにより行われ
、パッド研磨は、表面に織布、不織布又は発泡体パッドを貼り付けた定盤を回転させ、こ
のパッドの表面に、研磨スラリーを供給し、基板の表面を押し付け、回転させることによ
り行われる。
【００３４】
　また、パッドレス研磨は、図１に示すような装置１０を使用して行われ、定盤１１（表
面にパッドを貼り付けていない）を矢印Ｒの方向に回転させ、ノズル１３を通じて研磨ス
ラリーを定盤１１の表面に直接供給し、ワークホルダー１２に保持した基板Ｗの表面を定
盤１１の表面に押し付け、ワークホルダー１２を矢印ｒの方向に回転させることにより行
われる。
【００３５】
　研磨スラリーとして、砥粒を水性又は油性の分散媒中に分散させた水性又は油性の研磨
スラリーが使用される。
【００３６】
　砥粒として、多結晶ダイヤモンド、単結晶ダイヤモンド、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ

３）、酸化珪素（ＳｉＯ２）、酸化クロム（Ｃｒ２Ｏ３）又はキュービック窒化硼素（ｃ
ＢＮ）の粒子が使用される。好適に、多結晶ダイヤモンドの粒子が使用される。
【００３７】
　水性の分散媒は、水、又は水にグリコール類、アルコール類などの分散剤を添加した水
溶液である。また、油性の分散媒は、オイル、又はオイルにパラフィン系炭化水素などの
分散剤を添加したものである。
【００３８】
　粗研磨工程は、一段、二段又はそれ以上の粗研磨工程から成り得るが、一段の粗研磨工
程だけでは、目標とする平均表面粗さ（Ｒａ）（０．５ｎｍ以上、１ｎｍ以下）を得るた
めに長時間を要し、また表面うねり（Ｗａ）が大きくなる。一方、三段以上の粗研磨工程
では、研磨に手間がかかる。
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【００３９】
　本発明では、粗研磨工程は、好適に、硬質結晶基板の表面の平均表面粗さ（Ｒａ）が１
ｎｍ以上、３ｎｍ以下の範囲となるように、硬質結晶基板の表面を研磨する第一の粗研磨
工程、及び硬質結晶基板の表面の平均表面粗さ（Ｒａ）が０．５ｎｍ以上、１ｎｍ以下の
範囲となるように、第一の粗研磨工程後の硬質結晶基板の表面を研磨する第二の研磨工程
から成る。
【００４０】
　第一の粗研磨工程では、硬質結晶基板は、水性又は油性の研磨スラリーを用いてテープ
研磨、パッド研磨又はパッドレス研磨（図１）される。この研磨スラリーには、平均粒度
Ｄ５０が３μｍ以上、５μｍ以下の砥粒が含まれ、好適に、砥粒として多結晶ダイヤモン
ド粒子が含まれる。
【００４１】
　第二の粗研磨工程では、硬質結晶基板は、水性又は油性の研磨スラリーを用いてテープ
研磨、パッド研磨又はパッドレス研磨される。この研磨スラリーには、平均粒度Ｄ５０が
０．５μｍ以上、３μｍ以下の砥粒が含まれ、好適に、砥粒として多結晶ダイヤモンド粒
子が含まれる。
【００４２】
　第一及び第二の粗研磨工程はそれぞれ、好適に、パッドレス研磨（図１）される。この
パッドレス研磨に使用される定盤を図２に示す。この定盤１１は、軟質金属（錫又は錫合
金）からなり、図２に示すように、平均表面粗さ（Ｒａ）１０ｎｍ～５０ｎｍの表面（符
号ｓ）に深さ（符号ｄ）５０μｍ～１００μｍの螺旋状の溝（符号ｇ）を形成したもので
ある。この螺旋溝（符号ｇ）は、定盤１１の回転軸（図１に符号１４で示す）に一致する
中心を有する。溝（符号ｇ）の断面形状は、Ｖ字形であり、このＶ字形の角度（符号θ）
は３０°～９０°の範囲にある。螺旋溝のピッチ（符号ｐ）は、０．２ｍｍ～０．５ｍｍ
である。
【００４３】
　仕上げ研磨工程は、硬質結晶基板の表面をパッドレス研磨する工程であり、図１を参照
して、定盤１１を矢印Ｒの方向に回転させる工程、ノズル１３を通じて上記本発明の油性
研磨スラリーを定盤１１の表面に供給する工程、及びワークホルダー１２に保持した硬質
結晶基板Ｗの表面を定盤１１の表面に押し付け、この硬質結晶基板Ｗを保持しているワー
クホルダー１２を矢印ｒの方向に回転させる工程から成る。
【００４４】
　仕上げ研磨工程で使用される定盤を図３に示す。この定盤１１は、軟質金属（錫又は錫
合金）からなり、図３に示すように、平均表面粗さ（Ｒａ）１０ｎｍ～５０ｎｍの表面（
符号ｓ）に深さ（符号ｄ）１５μｍ～３０μｍの螺旋状の溝（符号ｇ）を形成したもので
ある。この螺旋溝（符号ｇ）は、定盤１１の回転軸（図１に符号１４で示す）に一致する
中心を有する。溝（符号ｇ）の断面形状は、Ｖ字形であり、このＶ字形の角度（符号θ）
は３０°～９０°の範囲にある。螺旋溝のピッチ（符号ｐ）は、０．０５ｍｍ～０．２ｍ
ｍである。
【００４５】
＜実施例１＞　実施例１は、下記の表１に示す組成の本発明の油性研磨スラリーである。
この実施例１の油性研磨スラリーを用いて、窒化ガリウム（ＧａＮ）基板（直径２インチ
）の仕上げ研磨をした。
【００４６】
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【表１】

【００４７】
　人工ダイヤモンドクラスターは、爆発合成法により製造したものであり、粒子径４ｎｍ
～１０ｎｍの一次粒子が略球状に凝集した平均粒度Ｄ５０が２７ｎｍの凝集粒子を含む。
【００４８】
　ここで、油性分散媒中に分散させた砥粒の粒度分布の測定ができないため、人工ダイヤ
モンドクラスターの平均粒度Ｄ５０は、純水中に分散させたときの測定値で示す。測定装
置は、市販の粒度分布測定装置（製品名：ＵＰＡ－１５０、日機装株式会社）を使用した
。図６に、実施例１の油性研磨スラリーに含まれる人工ダイヤモンドクラスターの粒度分
布のグラフと顕微鏡（ＳＥＭ、ＴＥＭ）写真を示す。
【００４９】
　（第一の粗研磨工程）　第一の粗研磨は、パッドレス研磨であった。定盤を回転させ、
定盤の表面に研磨スラリーを供給し、ワークホルダーに保持したＧａＮ基板の表面を定盤
の表面に押し付け、ワークホルダーを回転させて、ＧａＮ基板の表面の第一の粗研磨をし
た。研磨条件は下記の表５に示すとおりであった。第一の研磨工程後、パラフィン系炭化
水素を使用して砥粒を洗い流した後に、アルコール類でＧａＮ基板を洗うことによってＧ
ａＮ基板をリンスし、ＧａＮ基板の表面の平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）を
市販の測定装置（製品名：ＮｅｗＶｉｅｗ５０００、Ｚｙｇｏ社）を使用して測定した。
なお、平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）の測定条件は、下記の表２に示すとお
りであった。
【００５０】
【表２】

【００５１】
　定盤として、錫製の定盤（直径１５インチ）の表面を平均表面粗さ２０ｎｍに研磨し、
この表面に溝を形成したものを使用した。溝は、定盤の回転軸に一致する中心を有する螺
旋状の溝であり、この螺旋溝の断面形状はＶ字形であった。断面Ｖ字形の螺旋溝の深さは
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１００μｍであり、Ｖ字形の角度は６０°であった。また、螺旋溝のピッチは０．３ｍｍ
であった。
【００５２】
　研磨スラリーとして、平均粒度Ｄ５０が３μｍの多結晶ダイヤモンド粒子を油性分散媒
（上記実施例１のものと同じ）に分散させた油性の研磨スラリーを使用した。研磨スラリ
ーの組成を下記の表３に示す。また、図４に、この多結晶ダイヤモンド粒子の粒度分布の
グラフと顕微鏡（ＳＥＭ）写真を示す。
【００５３】
【表３】

【００５４】
　（第二の粗研磨工程）　第二の粗研磨は、パッドレス研磨であった。上記の第一の粗研
磨と同様に、定盤を回転させ、定盤の表面に研磨スラリーを供給し、ワークホルダーに保
持したＧａＮ基板の表面を定盤の表面に押し付け、ワークホルダーを回転させて、ＧａＮ
基板の表面の第二の粗研磨をした。研磨条件は下記の表５に示すとおりであった。第二の
研磨工程後、上記の第一の粗研磨工程と同様に、パラフィン系炭化水素を使用して砥粒を
洗い流した後に、アルコール類でＧａＮ基板を洗うことによってＧａＮ基板をリンスし、
ＧａＮ基板の表面の平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）を市販の測定装置（製品
名：ＮｅｗＶｉｅｗ５０００、Ｚｙｇｏ社）を使用して測定した。なお、平均表面粗さ（
Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）の測定条件は、上記の表２に示すとおりであった。
【００５５】
　定盤として、上記の第一の粗研磨工程で使用した定盤と同じものを使用した。
【００５６】
　研磨スラリーとして、平均粒度Ｄ５０が１μｍの多結晶ダイヤモンド粒子を油性分散媒
（上記実施例１のものと同じ）に分散させた油性の研磨スラリーを使用した。研磨スラリ
ーの組成を下記の表４に示す。また、図５に、この多結晶ダイヤモンド粒子の粒度分布の
グラフと顕微鏡（ＳＥＭ）写真を示す。
【００５７】
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【表４】

【００５８】
（仕上げ研磨工程）仕上げ研磨は、パッドレス研磨であった。定盤を回転させ、定盤の表
面に研磨スラリーを供給し、ワークホルダーに保持したＧａＮ基板の表面を定盤の表面に
押し付け、ワークホルダーを回転させて、ＧａＮ基板の表面の仕上げ研磨をした。研磨条
件は下記の表５に示すとおりであった。
【００５９】
　定盤として、錫製の定盤（直径１５インチ）の表面を平均表面粗さ２０ｎｍに研磨し、
この表面に溝を形成したものを使用した。溝は、定盤の回転軸に一致する中心を有する螺
旋状の溝であり、この螺旋溝の断面形状はＶ字形であった。断面Ｖ字形の螺旋溝の深さは
２０μｍであり、Ｖ字形の角度は６０°であった。また、螺旋溝のピッチは０．１ｍｍで
あった。
【００６０】
　仕上げ研磨工程後、パラフィン系炭化水素を使用して砥粒を洗い流した後に、アルコー
ル類でＧａＮ基板を洗うことによってＧａＮ基板をリンスし、ＧａＮ基板の表面の平均表
面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）を市販の測定装置（製品名：ＮｅｗＶｉｅｗ５００
０、Ｚｙｇｏ社）を使用して測定した。なお、平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ
）の測定条件は、上記の表２に示すとおりであった。
【００６１】

【表５】

【００６２】
＜比較例１＞　比較例１は、実施例１の人工ダイヤモンドクラスターとほぼ同じ平均粒度
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Ｄ５０が３０ｎｍの多結晶ダイヤモンド粒子を砥粒として含む油性研磨スラリーである。
比較例１の油性研磨スラリーの組成を下記の表６に示す。図７に、比較例１の油性研磨ス
ラリーに含まれる多結晶ダイヤモンド粒子の粒度分布のグラフと顕微鏡（ＴＥＭ）写真を
示す。この比較例１の油性研磨スラリーを用いて、窒化ガリウム（ＧａＮ）基板（直径２
インチ）の仕上げ研磨をした。
【００６３】
【表６】

【００６４】
　ここで、上記実施例１と同様に、油性分散媒中に分散させた砥粒の粒度分布の測定がで
きないため、多結晶ダイヤモンド粒子の平均粒度Ｄ５０は、純水中に分散させたときの測
定値で示す。測定装置は、市販の粒度分布測定装置（製品名：ＵＰＡ－１５０、日機装株
式会社）を使用した。
【００６５】
　（第一の粗研磨工程）　比較例１の第一の粗研磨では、上記の実施例１の第一の粗研磨
と同じ定盤及び油性の研磨スラリー（表３）を使用し、上記の実施例１の第一の粗研磨と
同じ研磨条件（表５）でＧａＮ基板をパッドレス研磨した。第一の研磨工程後、パラフィ
ン系炭化水素を使用して砥粒を洗い流した後に、アルコール類でＧａＮ基板を洗うことに
よってＧａＮ基板をリンスし、ＧａＮ基板の表面の平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（
Ｗａ）を市販の測定装置（製品名：ＮｅｗＶｉｅｗ５０００、Ｚｙｇｏ社）を使用して測
定した。なお、平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）の測定条件は、上記の表２に
示すとおりであった。
【００６６】
（第二の粗研磨工程）　比較例１の第二の粗研磨では、上記の実施例１の第二の粗研磨と
同じ定盤及び油性の研磨スラリー（表４）を使用し、上記の実施例１の第二の粗研磨と同
じ研磨条件（表５）でＧａＮ基板をパッドレス研磨した。第二の研磨工程後、パラフィン
系炭化水素を使用して砥粒を洗い流した後に、アルコール類でＧａＮ基板を洗うことによ
ってＧａＮ基板をリンスし、ＧａＮ基板の表面の平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗ
ａ）を市販の測定装置（製品名：ＮｅｗＶｉｅｗ５０００、Ｚｙｇｏ社）を使用して測定
した。なお、平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）の測定条件は、上記の表２に示
すとおりであった。
【００６７】
　（仕上げ研磨工程）仕上げ研磨は、上記の実施例１の仕上げ研磨と同じくパッドレス研
磨であった。定盤として、上記の実施例１の仕上げ研磨で使用した定盤と同じものを使用
した。定盤を回転させ、定盤の表面に比較例１の油性研磨スラリーを供給し、ワークホル
ダーに保持したＧａＮ基板の表面を定盤の表面に押し付け、ワークホルダーを回転させて
、ＧａＮ基板の表面の仕上げ研磨をした。研磨条件は上記の表５に示すとおりであった。
仕上げ研磨工程後、パラフィン系炭化水素を使用して砥粒を洗い流した後に、アルコール
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類でＧａＮ基板を洗うことによってＧａＮ基板をリンスし、ＧａＮ基板の表面の平均表面
粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）を市販の測定装置（製品名：ＮｅｗＶｉｅｗ５０００
、Ｚｙｇｏ社）を使用して測定した。なお、平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）
の測定条件は、上記の表２に示すとおりであった。
【００６８】
＜比較例２＞　比較例２は、実施例１の人工ダイヤモンドクラスターを砥粒として含む水
性の研磨スラリーである。比較例２の水性研磨スラリーの組成を下記の表７に示す。比較
例２の水性研磨スラリーは、純水に分散剤を混合し、この混合液（水性分散媒）に砥粒を
加え、ホモジナイザーで砥粒を水性分散媒中に分散させて製造したものであった。この比
較例２の水性研磨スラリーを用いて、窒化ガリウム（ＧａＮ）基板（直径２インチ）の仕
上げ研磨をした。（なお、上記の実施例１及び比較例１の第一及び第二の粗研磨では油性
の研磨スラリーを使用したが、比較例２では、第一及び第二の粗研磨では、水性の研磨ス
ラリーを使用した。）
【００６９】

【表７】

【００７０】
（第一の粗研磨工程）　比較例２の第一の粗研磨では、上記の実施例１の第一の粗研磨と
同じ定盤を使用し、上記の実施例１の第一の粗研磨と同じ研磨条件（表５）でＧａＮ基板
をパッドレス研磨した。第一の研磨工程後、ＧａＮ基板を純水でリンスし、ＧａＮ基板の
表面の平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）を市販の測定装置（製品名：ＮｅｗＶ
ｉｅｗ５０００、Ｚｙｇｏ社）を使用して測定した。なお、平均表面粗さ（Ｒａ）と表面
うねり（Ｗａ）の測定条件は、上記の表２に示すとおりであった。
【００７１】
　研磨スラリーとして、平均粒度Ｄ５０が３μｍの多結晶ダイヤモンド粒子（０．５重量
％）を純水（９９．５重量％）に分散させた水性の研磨スラリーを使用した。図４に、こ
の多結晶ダイヤモンド粒子の粒度分布のグラフと顕微鏡（ＳＥＭ）写真を示す。
【００７２】
（第二の粗研磨工程）　比較例２の第二の粗研磨では、上記の実施例１の第二の粗研磨と
同じ定盤を使用し、上記の実施例１の第二の粗研磨と同じ研磨条件（表５）でＧａＮ基板
をパッドレス研磨した。第二の研磨工程後、ＧａＮ基板を純水でリンスし、ＧａＮ基板の
表面の平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）を市販の測定装置（製品名：ＮｅｗＶ
ｉｅｗ５０００、Ｚｙｇｏ社）を使用して測定した。なお、平均表面粗さ（Ｒａ）と表面
うねり（Ｗａ）の測定条件は、上記の表２に示すとおりであった。
【００７３】
　研磨スラリーとして、平均粒度Ｄ５０が１μｍの多結晶ダイヤモンド粒子（０．５重量
％）を純水（９９．５重量％）に分散させた水性の研磨スラリーを使用した。図５に、こ
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の多結晶ダイヤモンド粒子の粒度分布のグラフと顕微鏡（ＳＥＭ）写真を示す。
【００７４】
（仕上げ研磨工程）　仕上げ研磨は、上記の実施例１の仕上げ研磨と同じくパッドレス研
磨であった。定盤として、上記の実施例１の仕上げ研磨で使用した定盤と同じものを使用
した。定盤を回転させ、定盤の表面に比較例２の研磨スラリーを供給し、ワークホルダー
に保持したＧａＮ基板の表面を定盤の表面に押し付け、ワークホルダーを回転させて、Ｇ
ａＮ基板の表面の仕上げ研磨をした。研磨条件は上記の表５に示すとおりであった。仕上
げ研磨工程後、ＧａＮ基板を純水でリンスし、ＧａＮ基板の表面の平均表面粗さ（Ｒａ）
と表面うねり（Ｗａ）を市販の測定装置（製品名：ＮｅｗＶｉｅｗ５０００、Ｚｙｇｏ社
）を使用して測定した。なお、平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）の測定条件は
、上記の表２に示すとおりであった。
【００７５】
＜比較結果＞　実施例１及び比較例１、２の比較結果を下記の表８に示す。また、図８、
図９及び図１０に、それぞれ、表８における実施例１の第一の粗研磨工程後、第二の粗研
磨工程後及び仕上げ研磨工程後のＧａＮ基板表面の状態を示し、図１１、図１２及び図１
３に、それぞれ、表８における比較例１の第一の粗研磨工程後、第二の粗研磨工程後及び
仕上げ研磨工程後のＧａＮ基板表面の状態を示す。さらに、図１４、図１５及び図１６に
、それぞれ、表８における比較例２の第一の粗研磨工程後、第二の粗研磨工程後及び仕上
げ研磨工程後のＧａＮ基板表面の状態を示す。
【００７６】
　仕上げ研磨後の状態を比較すると、図１０Ａに示すように、実施例１によると、ＧａＮ
基板の表面にスクラッチが形成されていない。しかし、図１３Ａ及び図１６Ａに示すよう
に、比較例１、２によると、ＧａＮ基板の表面にスクラッチが形成されている。
【００７７】
　また、下記の表８に示すように、実施例１によると、０．２ｎｍ以下の平均表面粗さ（
Ｒａ）が達成され、しかも、比較例１、２と比較して、表面うねり（Ｗａ）が著しく低く
なっている。すなわち、実施例１によると、スクラッチを形成せずに、ＧａＮ基板の表面
を平坦（低Ｗａ）且つ平滑（低Ｒａ）に仕上げることができたことがわかる。
【００７８】
【表８】

【００７９】
＜実施例２＞　上記の実施例１の油性研磨スラリーを用いて炭化珪素（ＳｉＣ）基板（直
径２インチ）を仕上げ研磨した。
【００８０】
（第一の粗研磨工程）　第一の粗研磨は、上記の実施例１の第一の粗研磨と同じパッドレ
ス研磨であった。研磨条件は上記の表５に示すとおりであった。第一の研磨工程後、パラ
フィン系炭化水素を使用して砥粒を洗い流した後に、アルコール類でＧａＮ基板を洗うこ
とによってＳｉＣ基板をリンスし、ＳｉＣ基板の表面の平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うね
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り（Ｗａ）を市販の測定装置（製品名：ＮｅｗＶｉｅｗ５０００、Ｚｙｇｏ社）を使用し
て測定した。なお、平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）の測定条件は、上記の表
２に示すとおりであった。
【００８１】
　定盤として、上記の実施例１の第一の粗研磨工程で使用した定盤と同じものを使用した
。
【００８２】
　研磨スラリーとして、上記の実施例１の第一の粗研磨工程で使用した油性の研磨スラリ
ー（表３）と同じものを使用した。
【００８３】
（第二の粗研磨工程）　第二の粗研磨は、上記の実施例１の第二の粗研磨と同じパッドレ
ス研磨であった。研磨条件は上記の表５に示すとおりであった。第二の研磨工程後、パラ
フィン系炭化水素を使用して砥粒を洗い流した後に、アルコール類でＧａＮ基板を洗うこ
とによってＳｉＣ基板をリンスし、ＳｉＣ基板の表面の平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うね
り（Ｗａ）を市販の測定装置（製品名：ＮｅｗＶｉｅｗ５０００、Ｚｙｇｏ社）を使用し
て測定した。なお、平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）の測定条件は、上記の表
２に示すとおりであった。
【００８４】
　定盤として、上記の第一の粗研磨工程で使用した定盤と同じものを使用した。
【００８５】
　研磨スラリーとして、上記の実施例１の第二の粗研磨工程で使用した油性の研磨スラリ
ー（表４）と同じものを使用した。
【００８６】
（仕上げ研磨工程）仕上げ研磨は、上記の実施例１の仕上げ研磨と同じパッドレス研磨で
あった。研磨条件は上記の表５に示すとおりであった。仕上げ研磨工程後、パラフィン系
炭化水素でＳｉＣ基板から砥粒を洗い流した後に、ＳｉＣ基板をアルコール類でリンスし
、ＳｉＣ基板の表面の平均表面粗さ（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）を市販の測定装置（製
品名：ＮｅｗＶｉｅｗ５０００、Ｚｙｇｏ社）を使用して測定した。なお、平均表面粗さ
（Ｒａ）と表面うねり（Ｗａ）の測定条件は、上記の表２に示すとおりであった。
【００８７】
　定盤として、上記の実施例１の仕上げ研磨で使用した定盤と同じものを使用した。
【００８８】
　研磨スラリーとして、上記の実施例１の研磨スラリーを使用した。
【００８９】
＜研磨結果＞　研磨結果を下記の表９に示す。また、図１７、図１８及び図１９に、それ
ぞれ、表９における実施例２の第一の粗研磨工程後、第二の粗研磨工程後及び仕上げ研磨
工程後のＳｉＣ基板表面の状態を示す。
【００９０】
　仕上げ研磨後の状態は、図１９Ａに示すように、実施例によると、ＳｉＣ基板の表面に
スクラッチが形成されていない。また、下記の表９に示すように、実施例２によると、０
．２ｎｍ以下の平均表面粗さ（Ｒａ）が達成され、しかも、低い表面うねり（Ｗａ）が達
成されている。すなわち、実施例２によると、スクラッチを形成せずに、ＳｉＣ基板の表
面を平坦（低Ｗａ）且つ平滑（低Ｒａ）に仕上げることができたことがわかる。
【００９１】
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【表９】

【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】図１は、パッドレス研磨装置の側面図である。
【図２】図２Ａは、粗研磨工程で使用する定盤の断面図であり、図２Ｂは、この定盤の部
分拡大平面写真である。
【図３】図３Ａは、仕上げ研磨工程で使用する定盤の断面図であり、図３Ｂは、この定盤
の部分拡大平面写真である。
【図４】図４は、実施例１、２の第一の粗研磨工程で使用した砥粒（多結晶ダイヤモンド
粒子）の粒度分布のグラフと顕微鏡（ＳＥＭ）写真である。
【図５】図５は、実施例１、２の第二の粗研磨工程で使用した砥粒（多結晶ダイヤモンド
粒子）の粒度分布のグラフと顕微鏡（ＳＥＭ）写真である。
【図６】図６は、実施例１の油性研磨スラリーに含まれる砥粒（平均粒度２７ｎｍの人工
ダイヤモンドクラスター）の粒度分布のグラフと顕微鏡（ＳＥＭ、ＴＥＭ）写真である。
【図７】図７は、比較例１の油性研磨スラリーに含まれる砥粒（平均粒度３０ｎｍの多結
晶ダイヤモンド粒子）の粒度分布のグラフと顕微鏡（ＴＥＭ）写真である。
【図８】図８Ａ及び図８Ｂは、それぞれ、実施例１における第一の粗研磨工程後のＧａＮ
基板表面の平面（図８Ａ）及び斜視（図８Ｂ）部分拡大写真である。
【図９】図９Ａ及び図９Ｂは、それぞれ、実施例１における第二の粗研磨工程後のＧａＮ
基板表面の平面（図９Ａ）及び斜視（図９Ｂ）部分拡大写真である。
【図１０】図１０Ａ及び図１０Ｂは、それぞれ、実施例１における仕上げ研磨工程後のＧ
ａＮ基板表面の平面（図１０Ａ）及び斜視（図１０Ｂ）部分拡大写真である。
【図１１】図１１Ａ及び図１１Ｂは、それぞれ、比較例１における第一の粗研磨工程後の
ＧａＮ基板表面の平面（図１１Ａ）及び斜視（図１１Ｂ）部分拡大写真である。
【図１２】図１２Ａ及び図１２Ｂは、それぞれ、比較例１における第二の粗研磨工程後の
ＧａＮ基板表面の平面（図１２Ａ）及び斜視（図１２Ｂ）部分拡大写真である。
【図１３】図１３Ａ及び図１３Ｂは、それぞれ、比較例１における仕上げ研磨工程後のＧ
ａＮ基板表面の平面（図１３Ａ）及び斜視（図１３Ｂ）部分拡大写真である。
【図１４】図１４Ａ及び図１４Ｂは、それぞれ、比較例２における第一の粗研磨工程後の
ＧａＮ基板表面の平面（図１４Ａ）及び斜視（図１４Ｂ）部分拡大写真である。
【図１５】図１５Ａ及び図１５Ｂは、それぞれ、比較例２における第二の粗研磨工程後の
ＧａＮ基板表面の平面（図１５Ａ）及び斜視（図１５Ｂ）部分拡大写真である。
【図１６】図１６Ａ及び図１６Ｂは、それぞれ、比較例２における仕上げ研磨工程後のＧ
ａＮ基板表面の平面（図１６Ａ）及び斜視（図１６Ｂ）部分拡大写真である。
【図１７】図１７Ａ及び図１７Ｂは、それぞれ、実施例２における第一の粗研磨工程後の
ＳｉＣ基板表面の平面（図１７Ａ）及び斜視（図１７Ｂ）部分拡大写真である。
【図１８】図１８Ａ及び図１８Ｂは、それぞれ、実施例２における第二の粗研磨工程後の
ＳｉＣ基板表面の平面（図１８Ａ）及び斜視（図１８Ｂ）部分拡大写真である。
【図１９】図１９Ａ及び図１９Ｂは、それぞれ、実施例２における仕上げ研磨工程後のＳ
ｉＣ基板表面の平面（図１９Ａ）及び斜視（図１９Ｂ）部分拡大写真である。
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【符号の説明】
【００９３】
１０・・・パッドレス研磨装置
１１・・・定盤
１２・・・ワークホルダー
１３・・・ノズル
１４・・・定盤の回転軸
Ｒ・・・定盤回転方向
ｒ・・・ワークホルダー回転方向
Ｗ・・・基板
ｓ・・・表面
ｇ・・・溝
ｄ・・・深さ
ｐ・・・ピッチ
θ・・・角度

【図１】



(16) JP 5599547 B2 2014.10.1

【図２】



(17) JP 5599547 B2 2014.10.1

【図３】



(18) JP 5599547 B2 2014.10.1

【図４】



(19) JP 5599547 B2 2014.10.1

【図５】



(20) JP 5599547 B2 2014.10.1

【図６】



(21) JP 5599547 B2 2014.10.1

【図７】



(22) JP 5599547 B2 2014.10.1

【図８】



(23) JP 5599547 B2 2014.10.1
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